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児童手当、遺児年金など

各種手当・年金の申請は忘れずに
　市は、次に該当する人に対して手当や年金を支給しています。
受給には申請が必要となりますので、忘れずに手続きをしてください。

◆各種手当
手　当　名 対　　　象 受給中の人の手続き

①児童手当 中学校修了前の児童の保護者 毎年６月中に「現況届」の提出が必要です。

②児童扶養手当 父子・母子家庭（※ 1）で、18 歳未満の児童の保護者 8 月 30 日㈮までに、｢現況届｣ を提出してください。

③特別児童扶養手当 20 歳未満の精神、知的、または身体に重度、ある
いは中程度の障害のある人の保護者

9 月 10 日㈫までに、｢所得状況届｣ を提出し
てください。④障害児福祉手当 20 歳未満で、精神または身体に重度の障害があり、

日常生活において常時特別な介護を必要とする人

⑤特別障害者手当 20 歳以上で、精神または身体に重度の障害があり、
日常生活において常時特別な介護を必要とする人

（※ 1）父子・母子家庭…父母が婚姻を解消、父または母が死亡・重度の障害状態・行方不明・児童を１年以上遺棄、母が婚姻によらないで懐胎した状態にある児童を養育している家庭
※次の場合は手当を受けられません。
②～⑤…受給者、障害者（児）、または扶養義務者の所得が一定額を超える場合。対象児童、障害者（児）が社会福祉施設・児童入所施設等に入所している場合など。
⑤…病院、または診療所に継続して 3 カ月を超えて入院する場合。

◆各種年金
年　金　名 対　　　象 年金額（年額）

心身障害児童年金

20歳未満で下記に該当する人の保護者。ただし、障害児福祉手当を 受給中の場合は対象となりません。
（1） 身体障害者手帳 1・2 級、療育手帳Ａもしくは精神保健福祉手帳１級の交付を受けている人、

または特別児童扶養手当１級の認定を受けている人
（2） 身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ（中度）もしくは精神保健福祉手帳２級の交付を受けている人、

または特別児童扶養手当２級の認定を受けている人

（1） 7 万 3500 円
（2） 3 万 6800 円

遺児年金
下記に該当する中学生以下の児童を養育している人

（1） 両親を亡くした児童
（2） 両親の一方を亡くした児童

児童 1 人につき
（1） 3 万 6800 円
（2） 2 万 4300 円

　■問い合わせ　手当①～②、遺児年金…子ども課子ども支援係　☎�０２８８
　　　　　　　　手当③～⑤、心身障害児童年金…福祉課障害福祉係　☎�０２８４、各地域局地域振興課
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。
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岡
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高
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れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
地
方
自
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功
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認
め
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れ
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平
成
17
年
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秋
の
叙
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は
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。
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いざという時のために受講しませんか？

普通救命講習会を開催します
　目の前で突然、人が倒れたらあなたはどうしますか。いざという時、
あわてないで適切な応急手当てができるように日常の知識、技術を
身に付けられる普通救命講習会を開催します。

　
家
族
の
急
病
や
ス
ポ
ー
ツ
時
の

け
が
、
事
故
現
場
に
遭
遇
な
ど
。

そ
ん
な
時
に
で
き
る
手
当
て
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こ
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「
応
急
手
当
」
と
い
い
ま
す
。

　
ま
た
、
心
臓
や
呼
吸
が
止
ま
っ

て
し
ま
っ
た
人
の
命
を
救
う
た
め

に
、
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ば
に
居
合
わ
せ
た
人
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で

き
る
応
急
手
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こ
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を
「
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命
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い
い
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す
。

　
講
習
会
で
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動

体
外
式
除
細
動
器
）
を
用
い
た
心

肺
蘇
生
法
や
異
物
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去
・
止
血
法

な
ど
の
救
命
処
置
や
応
急
手
当
に

つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

　
初
め
て
の
人
、
ま
た
、
過
去
に

受
講
さ
れ
た
人
も
応
急
手
当
の
仕

方
を
忘
れ
な
い
た
め
に
、
ぜ
ひ
講

習
会
に
参
加
し
て
、
い
ざ
と
い
う

時
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

　■問い合わせ・申し込み　健康づくり課健康増進係　☎�０２６７
　　　　　　　　　　　　　警防課消防係　☎�０１２４

開催日 場　　所

 ９月26日㈭ 備中総合センター

10月13日㈰ 消防本部講堂　※

10月23日㈬ 有漢保健センター

10月28日㈪ 高倉地域市民センター

11月  8日㈮ 成羽健康管理センター

11月18日㈪ 松原町コミュニティハウス

11月28日㈭ 宇治総合会館

12月  6日㈮ 中井町方谷の里ふれあいセンター

  1月24日㈮ 巨瀬地域福祉センター

  1月28日㈫ 津川総合会館

  2月  4日㈫ 川上公民館高山市分館

  2月  5日㈬ 玉川総合会館

  2月  7日㈮ 落合研修会館

  2月18日㈫ 川面地域福祉センター

◆
開
催
時
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30

分
（
※
10
月
13
日
㈰
の
み
午
前
９

時
～
正
午
）

◆
講
習
内
容

　
普
通
救
命
講
習
会
（
３
時
間
）

◆
参
加
人
数

　
各
会
場　
約
20
人

◆
申
し
込
み
方
法

　
健
康
づ
く
り
課
へ
電
話
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
10
月
13
日
㈰
の
消
防
本
部
講
堂

で
の
普
通
救
命
講
習
会
の
申
し

込
み
は
、
消
防
本
部
で
受
け
付

け
ま
す
。

■住宅・土地統計調査にご協力ください

■問い合わせ　総務課情報統計係　☎�０２０９

　１０月１日を基準日として、「住宅・土地統計調査」が行われます。この調査は、
全国約３５０万世帯を対象として、住居や居住している世帯、保有する土地等の
実態を把握し、その現状と推移を明らかにすることを目的に、５年ごとに行われ
ています。調査の結果は、住生活関連諸施策の基礎資料として利用されます。
　対象となった世帯には、県知事が任命した調査員が調査票を持ってお伺いしま
すので、ご協力をお願いします。

■松山踊りに関する資料を探しています

■問い合わせ　社会教育課文化係　☎�１５１６

　市は、松山踊りの保存調査を行っており、この保存調査に必要な松山踊りに関
する資料を探しています。例えば、古文書、古写真、絵、ポスターなど、松山踊
りに関する資料をお持ちの人は提供等ご協力をお願いします。皆さんからのご連
絡をお待ちしています。

合併協定調印式で握手する
立木元市長（写真：中右）
（平成 16 年 3 月12 日）


